
 

仕様書 

 

１ 業務の名称 

土壌汚染状況調査業務 

 

２ 業務履行場所 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-1（神奈川県立足柄上病院）（別添１） 

 

３ 業務の期間 

契約締結日から令和６年３月29日まで  

 

４ 業務の目的 

本業務は、神奈川県立足柄上病院の敷地において、神奈川県生活環境の保全等に関

する条例第60条第２項の規定による土壌汚染状況調査を行い、土壌汚染の有無を確認

することを目的とする。 

なお、本調査により汚染が確認された場合、深度調査に係る試料採取等の計画を立

案する。 

 

５ 業務の内容 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第60条第２項規定された土壌汚染状況調査

（試料採取等）を実施し、関係各所への申請書類を作成する。 

（１）調査の法律的位置づけ 

本調査は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第60条第２項の規定に準拠し

た調査とし、特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項

の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ず

べき措置に関する指針に従い、業務を遂行するものとする。 

（２）土壌調査 

ア 調査打合せ協議 

土壌調査に当たり、業務を円滑に実施するために、調査着手前、中間、調査後の

各段階にて協議を行うことを基本とするが、必要に応じて、随時行うものとする。 

なお、関係機関との連絡調整及び協議に必要な資料の作成は本業務に含まれるも

のとする。 

イ 調査物質 

第二種特定有害物質（重金属等）の５項目 

・六価クロム化合物 

・シアン化合物 

・水銀及びその化合物 

・鉛及びその化合物 



 

・ほう素及びその化合物 

ウ 調査地点 

調査地点は、地歴調査の結果により定められた地点（別添２）とし、土壌汚染状

況調査数量表（別添３）のとおり試料を採取し、分析する。 

既存２号館内の病院機能は、令和６年２月上旬から中旬にかけて順次移転する予

定であることから、建物内の調査は原則移転後に実施する。 

エ 採取方法 

法令等に従い、汚染のおそれが生じた位置より50㎝までの試料を採取すること。

汚染のおそれが生じた位置が表層の場合は、表層（地表から深さ５㎝まで）の土壌

と、深さ５㎝から50㎝までの土壌を個別に採取し、重量が均等になるように混合し

て１試料とすること。地表面がコンクリート又はアスファルト等で被覆されている

場合は、それらを取り除いた土壌表面を深さの基準とするため、コンクリートカッ

ター等を用いて削孔すること。土壌の採取に際しては、移植ゴテ、スコップ、ダブ

ルスコップ、ハンドオーガー、簡易式ボーリングマシン等、調査地点の状況に応じ

適切な方法を用いて行う。 

オ 試験項目 

試験項目は、調査対象物質に対し、それぞれ土壌溶出量試験及び土壌含有量試験

を行う。 

（３）深度調査等計画 

土壌汚染が確認された場合は、深度調査に係る計画を立案し、以下の資料を作成

する。 

・調査地点図 

・調査数量表 

・調査期間 

・調査方法 

 

６ 提出書類等 

業務着手に当たっては、契約締結後１週間以内に次の書類を提出し、発注者の承認

の後、業務に着手する。 

・工程表 

・業務着手届 

・業務計画書 

・作業責任者等届 

・その他必要な書類 

 

７ 作業責任者等の配置 

本業務においては、円滑な業務の遂行と質の高い成果を得るために、十分な数の技

術者を配置するとともに、作業責任者には土壌汚染調査技術管理者（環境省）の資格



 

を有する者とし、土壌汚染状況調査の実務経験を有するものを１人以上配置する。 

 

８ 貸与資料 

本業務の遂行上必要な資料の収集、調査、検討等は原則として受注者が行うもので

あるが、現在、発注者が所有し、業務に利用でき得る資料はこれを貸与する。なお、

貸与された資料は業務完了時にすべて返却するものとする。 

 

９ 関係法令等の遵守 

本業務の実施に当たって、受注者は次の法令等を遵守しなければならない。 

・土壌汚染対策法 

・神奈川県生活環境の保全等に関する条例 

・その他準拠する法令、規則及び通達等 

 

10 秘密の保持 

受注者は、業務の処理上知り得た情報を発注者の承諾なしに漏洩してはならない。 

 

11 現場補償 

調査の実施に際し、構造物の取壊しや移転、樹木の伐採等が必要になる場合には、

事前に発注者に内容を報告し、承諾を得ることとする。 

また、試料採取箇所には、建屋内も選定されていることから、病院業務への支障が

生じないよう調整するとともに、掘削したコンクリート及びアスファルトは現状復旧

するものとする。 

なお、設備の破損や補償に係る問題が生じた場合には、直ちに発注者に報告し、応

急措置を講ずるとともに、発注者と受注者の協議によりその後の対応を決定する。 

 

12 成果物 

受注者は、委託期間の完了日までに次の成果物を提出するものとする。なお、成果

物はあらかじめ発注者とその内容について協議し、精査したものとする。 

・報告書     Ａ４版 ２部 

・電子データ（CD－R）  １部 

 

13 その他 

（１）必要に応じ関係機関との協議に同席し、技術的支援をすること。 

（２）作業で発生した廃棄物は、受注者が廃材スクラップとして適正に処分すること。 

（３）作業を行う施設及び周辺施設については、現在も稼働しているため、施設の稼働

を妨げないよう作業を行うこと。 

（４）本仕様書に定めのないことについても、必要と認められる事項については、発注

者の承諾を得てから調査・作業を実施すること。 



 

（５）本業務の実施に際しては、事前に現地確認後、十分な計画立案を行ってから作業

に着手することとし、業務の過程で数量の変更、調査個所の変更が予想される場合、

そのほか仕様書に定めのない事項が生じた場合には発注者と受注者の協議により対

応する。 
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案内図 

 

出典：国土地理院　地理院地図

：調査対象地

0 200m



 

別添２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地点図 

 

：表層土壌試料採取地点、30地点

:足柄上病院敷地

凡例

:土地改変の計画範囲

：過去の構造物

：現在の構造物

：単位区画統合線(130㎡未満）

:土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

（旧3号館）

（旧伝染病棟）

2号館

旧暗室

：排水管底面土壌試料採取地点、10地点

：旧浄化槽底面土壌試料採取地点、3地点

対象物質：六価クロム、シアン、水銀、鉛、ほう素



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
六価クロム、シアン、鉛対象_調査地点図 

 

  

：表層土壌試料採取地点、18検体

:足柄上病院敷地

凡例

:土地改変の計画範囲

：過去の構造物

：現在の構造物

：単位区画統合線(130㎡未満）

:土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

：排水管底面土壌試料採取地点、10検体

：旧浄化槽底面土壌試料採取地点、3検体

対象物質：六価クロム、シアン、鉛

7130



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

水銀対象_調査地点図 

 

 

 
  

：表層土壌試料採取地点、13検体

:足柄上病院敷地

凡例

:土地改変の計画範囲

：過去の構造物

：現在の構造物

：単位区画統合線(130㎡未満）

:土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

：排水管底面土壌試料採取地点、10検体

：旧浄化槽底面土壌試料採取地点、3検体

対象物質：水銀



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ほう素対象_調査地点図 

 

 

 

 

  

：表層土壌試料採取地点、20検体

:足柄上病院敷地

凡例

:土地改変の計画範囲

：過去の構造物

：現在の構造物

：単位区画統合線(130㎡未満）

:土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地

：土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

：排水管底面土壌試料採取地点、10検体

：旧浄化槽底面土壌試料採取地点、3検体

対象物質：ほう素



 

別添３ 

 

調査数量表 

 

項    目 
数量 

備    考 
単位 計画 

調査地点 地点 36 
コンクリート、アスファルト舗装：31箇所 

インターロッキングブロック舗装： 4箇所 

植栽帯            ： 1箇所 

地点内訳 

土壌（表層） 地点 30   

土壌（排水管） 地点 10 想定掘削深度：1.5ｍ～2.4ｍ 

土壌（浄化槽） 地点 3 想定掘削深度：3.0ｍ 

舗装削孔 コアカッター 地点 31   

第
二
種
特
定
有
害
物
質 

溶出量 

六価クロム 検体 31   

シアン 検体 31   

水銀 検体 26   

鉛 検体 31   

ほう素 検体 33   

含有量 

六価クロム 検体 31   

シアン 検体 31   

水銀 検体 26   

鉛 検体 31   

ほう素 検体 33   


